
目
　
　
　
　
　
次

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

平成14年 3月11日（月曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 1号

監
査
委
員
公
告

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
四
）

◯
監
査
結
果
の
公
表
（
五
）

１

監
査
結
果
公
告
第
４
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
1
4
年
３
月
1
1
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
天
　
野
　
　
　
進

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
4
年
１
月
1
1
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
桜
一
丁
目
５
番
1
9
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
辺
郡
河
辺
町
戸
島
字
本
町
1
5
2
番
地

秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
３
番
5
5
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
沢
市
深
堀
字
深
堀
５
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

湯
沢
市
湯
ノ
原
一
丁
目
１
番
3
6
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
本
町
一
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
二
ツ
屋
二
丁
目
４
番
７
号
　
　

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号
　
　
　
　
　

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
県
教
委
は
、
平
成
1
1
年
４
月
に
保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
を
新
設
し
、
同
時
に
外
部
の
団

体
で
あ
る
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
（
本
部
長
・
蒔
苗
昭
三
郎
）
及
び
第
6
2

回
国
体
秋
田
県
準
備
委
員
会
（
会
長
寺
田
典
城
）
は
、
そ
の
事
務
局
を
右
準
備
室
に
置
き
現

在
に
至
っ
て
い
る
。

右
２
団
体
は
、
県
補
助
金
（
選
手
強
化
対
策
費
補
助
金
、
第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
秋
田
県

準
備
委
員
会
補
助
金
）
を
主
な
収
入
に
活
動
す
る
団
体
で
あ
っ
て
、
右
補
助
金
交
付
事
務
は

国
体
準
備
室
が
所
管
し
て
い
る
。

国
体
準
備
室
（
県
職
員
2
4
名
）
は
「
国
民
体
育
大
会
の
開
催
に
関
す
る
」
事
務
を
行
う
と

さ
れ
る
が
（
県
教
委
行
政
組
織
規
則
）
、
秋
田
国
体
に
関
連
す
る
全
て
の
事
務
・
事
業
を
一

般
的
・
概
括
的
に
所
掌
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
体
開
催

や
そ
の
準
備
は
県
だ
け
が
行
う
も
の
で
な
い
し
、
国
体
準
備
室
は
県
教
委
の
事
務
局
で
あ
る

か
ら
、
右
関
連
業
務
の
う
ち
県
が
直
接
行
う
べ
き
事
務
で
、
か
つ
県
教
委
の
権
限
に
属
す
る

事
務
（
地
方
教
育
行
政
法
1
8
条
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
県
は
、
県
が
行

わ
な
い
関
連
事
務
、
す
な
わ
ち
県
体
協
加
盟
各
競
技
団
体
等
が
行
う
選
手
強
化
事
業
や
国
体

諸
準
備
事
務
を
担
う
前
記
２
団
体
に
対
し
公
金
か
ら
補
助
金
を
出
し
助
成
を
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
右
職
員
ら
が
守
る
べ
き
「
職
務
専
念
義
務
」（
地
公
法
3
5
条
）
は
、
右
の
意
味
で
の

県
事
務
に
専
念
す
る
義
務
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
国
体
準
備
室
の
職
務
の
実
態
は
右
２
団
体
の
事
務
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
残

る
わ
ず
か
の
県
事
務
も
団
体
事
務
と
区
別
な
く
渾
然
一
体
に
行
わ
れ
て
い
る
。
事
務
費
も
給

与
と
赴
任
・
研
修
旅
費
以
外
は
団
体
会
計
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
同
室
長
は
右
２

団
体
の
事
務
局
長
、
そ
の
他
職
員
は
団
体
事
務
局
員
と
し
て
右
２
団
体
の
本
部
長
、
会
長
ら

の
指
揮
・
監
督
を
受
け
て
執
務
し
て
い
る
。
会
議
・
出
張
等
の
復
命
も
団
体
に
行
わ
れ
て
い

る
。

（
２
）
以
上
の
よ
う
に
、
右
職
員
ら
は
、
県
教
委
や
教
育
長
ら
の
命
に
よ
っ
て
、
県
か
ら
給
与
を

受
け
な
が
ら
民
間
団
体
の
職
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
公
務
員
と
し
て
の
最

も
基
本
的
な
「
職
務
専
念
義
務
」
（
地
公
法
3
5
条
）
に
明
白
に
違
反
し
て
い
る
。
県
の
事
務

を
行
う
費
用
は
県
が
支
出
し
、
団
体
が
行
う
事
務
の
費
用
は
団
体
が
支
出
す
る
の
が
当
然
で

あ
る
か
ら
（
地
自
法
2
3
2
条
）
、
「
ノ
ー
ワ
ー
ク
、
ノ
ー
ペ
イ
」
（
一
般
職
職
員
の
給
与
条

例
第
1
4
条
等
）
の
原
則
に
よ
り
、
右
職
員
ら
に
県
民
の
税
金
か
ら
給
与
を
支
給
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
右
違
法
支
出
に
責
任
あ
る
職
員
に
対
し
、
①
平
成
1
1
年
４
月
以
降

に
支
払
っ
た
給
与
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
、
②
今
後
右
給
与
の
支
給
を
差
止
め
る
こ
と
、
等

監
査
委
員
公
告

団
体
役
員
　
　
松
　
本
　
　
　
匡

鈴
　
木
　
サ
キ
子

桜
　
田
　
鐘
　
子

柴
　
田
　
奎
　
介

高
　
橋
　
　
　
忠

団
体
役
員
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

自
　
　
営
　
　
奈
　
良
　
　
　
知

団
体
役
員
　
　
後
　
藤
　
和
　
夫

鈴
　
木
　
正
　
和
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２

の
勧
告
を
知
事
に
行
う
よ
う
求
め
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要
件

を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

た
だ
し
、
平
成
1
3
年
１
月
1
0
日
以
前
に
支
給
さ
れ
た
給
与
に
関
す
る
請
求
は
、
法
第
2
4
2
条

第
２
項
で
定
め
る
１
年
の
期
間
を
経
過
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
項
た
だ
し
書
の
「
正

当
な
理
由
」
が
あ
る
と
判
断
す
べ
き
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
受
理
し
な
い

こ
と
と
し
た
。

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥

監
査
委
員
辻
久
男
及
び
監
査
委
員
小
田
嶋
伝
一
は
、
法
第
1
9
9
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥

し
た
。

第
３
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
の
対
象
事
項

保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
（
以
下
「
準
備
室
」
と
い
う
。
）
の
県
職
員
に
対
す
る
給
与
の
支

給
が
、
違
法
又
は
不
当
な
公
金
の
支
出
に
あ
た
る
か
否
か
。

２
　
監
査
対
象
課

教
育
庁
総
務
課

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
4
年
２
月
1
2
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
４
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
監
査
の
対
象
と
し
た
給
与
の
支
給

本
件
請
求
が
な
さ
れ
た
平
成
1
4
年
１
月
1
1
日
か
ら
遡
っ
て
１
年
以
内
に
準
備
室
の
県
職
員

（
以
下
「
準
備
室
職
員
」
と
い
う
。
）
に
支
給
さ
れ
た
給
与
の
額
は
1
7
7
,4
7
2
,8
6
7
円
で
あ

る
。本
件
請
求
後
、
監
査
委
員
が
監
査
執
行
し
た
平
成
1
4
年
２
月
1
9
日
ま
で
に
支
給
さ
れ
た
給

与
の
額
は
1
1
,4
0
9
,0
9
1
円
で
あ
る
。

（
２
）
準
備
室
の
概
要

準
備
室
は
、
平
成
1
1
年
４
月
１
日
に
教
育
庁
保
健
体
育
課
内
に
設
置
さ
れ
た
国
民
体
育
大

会
（
以
下
「
国
体
」
と
い
う
。
）
の
開
催
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
課
内
室
で
あ
り
、
そ

の
組
織
及
び
人
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
1
1
年
度
：
室
長
　

総
務
・
企
画
担
当
　

競
技
・
式
典
担
当
　
　
　
　
　
計
1
1
名

平
成
1
2
年
度
：
室
長

総
務
・
企
画
班

競
技
・
式
典
班

競
技
力
向
上
対
策
班
　
　
　
　
計
1
6
名

平
成
1
3
年
度
：
室
長

総
務
・
企
画
班

施
設
・
調
整
班

競
技
・
式
典
班

競
技
力
向
上
対
策
班
　
　
　
　
計
2
4
名

（
３
）
第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
秋
田
県
準
備
委
員
会
（
以
下
「
準
備
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
概

要

準
備
委
員
会
は
、
平
成
７
年
９
月
2
2
日
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
、
事
業
及
び
組

織
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
目
的

第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
（
以
下
「
本
件
国
体
」
と
い
う
。
）
を
秋
田
県
に
お
い
て
開
催

す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
事
業

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
ア
）
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
イ
）
本
件
国
体
実
施
競
技
及
び
会
場
地
市
町
村
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
本
件
国
体
実
施
競
技
の
開
催
・
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

（
エ
）
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
施
設
・
設
備
の
整
備
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
オ
）
文
部
省
、（
財
）日
本
体
育
協
会
（
以
下
「
日
体
協
」
と
い
う
。
）
、
関
係
競
技
団
体
、

そ
の
他
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
カ
）
そ
の
他
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
こ
と
。

ウ
　
組
織

準
備
委
員
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、
委
員
は
、
県
、
県
議
会
、
県

教
育
委
員
会
、
県
内
市
町
村
、
市
町
村
議
会
、 （
財
）県
体
育
協
会
、
市
町
村
教
育
委
員
会
及

び
関
係
機
関
・
団
体
の
代
表
等
の
う
ち
か
ら
会
長
が
委
嘱
し
て
い
る
。

な
お
、
会
長
は
、
秋
田
県
知
事
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
の
概
要

対
策
本
部
は
、
平
成
７
年
1
2
月
1
5
日
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
、
事
業
及
び
組
織

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
目
的

本
件
国
体
の
秋
田
県
開
催
を
契
機
と
し
て
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
格
段
の
普
及
・
振
興
を

図
り
、
も
っ
て
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
事
業

（
１
）

（
６
）

（
４
）

（
１
）

（
６
）

（
４
）

（
５
）

（
１
）

（
５
）

（
７
）

（
７
）

（
４
）
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３

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
ア
）
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
・
振
興
の
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
イ
）
競
技
力
向
上
の
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
競
技
力
向
上
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
エ
）
競
技
力
向
上
の
条
件
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

（
オ
）
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
組
織

対
策
本
部
は
、
県
職
員
、
関
係
市
町
村
職
員
、
県
体
協
関
係
者
、
加
盟
団
体
関
係
者
、

関
係
機
関
団
体
の
代
表
者
及
び
学
識
経
験
者
等
の
中
か
ら
本
部
長
が
委
嘱
し
た
委
員
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
対
策
本
部
長
は
、
秋
田
県
体
育
協
会
会
長
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
準
備
室
職
員
の
準
備
委
員
会
及
び
対
策
本
部
（
以
下
「
本
件
２
団
体
」
と
い
う
。
）
の
事

務
局
事
務
へ
の
従
事
に
つ
い
て

ア
　
本
件
２
団
体
の
事
務
局
（
以
下
「
本
件
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

本
件
事
務
局
は
準
備
室
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
団
体
の
運
営
等
に
関
す

る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
を
所
掌
事
務
（
以
下
「
本
件
事
務
局
事
務
」
と
い
う
。
）
と
し

て
い
る
。

ま
た
、
本
件
事
務
局
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
事
務
局
員
を
置
く

こ
と
と
さ
れ
、
準
備
室
職
員
等
に
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
長
か
ら
の
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
て

い
る
。

イ
　
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
に
つ
い
て

準
備
室
に
お
い
て
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
事
務
は
本
件
事
務
局
事
務
が
大
部
分

で
あ
り
、
準
備
室
職
員
は
県
職
員
の
身
分
の
ま
ま
、
本
件
事
務
局
職
員
の
職
名
に
よ
り
本

件
事
務
局
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
件
事
務
局
事
務
以
外
の
準
備
室
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
と
し
て
の
職

名
に
よ
り
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

ウ
　
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
職
員
就
任
手
続
き
に
つ
い
て

準
備
室
職
員
が
本
件
事
務
局
職
員
に
就
任
し
、
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
（
以
下
「
服
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
６
条

に
規
定
す
る
職
務
免
除
（
以
下
「
職
務
免
除
」
と
い
う
。
）
の
手
続
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。な
お
、
服
務
規
程
第
1
9
条
に
規
定
す
る
団
体
等
役
職
員
就
任
承
認
の
手
続
も
行
わ
れ
て

い
な
い
。

２
　
監
査
対
象
課
の
説
明

（
１
）
準
備
室
に
つ
い
て

国
体
は
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
第
６
条
に
お
い
て
、
「
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
、
国
及
び
開

催
地
の
都
道
府
県
が
共
同
し
て
開
催
す
る
」
と
さ
れ
、
県
が
主
催
者
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
体
開
催
に
関
す
る
事
務
は
、
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る

県
が
処
理
す
る
事
務
で
あ
る
。

準
備
室
は
、
国
体
開
催
準
備
事
務
を
行
う
た
め
に
教
育
庁
保
健
体
育
課
内
に
設
置
し
た
課

内
室
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
準
備
室
の
事
務
と
本
件
２
団
体
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
目
的
で

職
員
を
配
置
し
て
い
る
。

（
２
）
準
備
委
員
会
及
び
同
事
務
局
に
つ
い
て

日
体
協
で
は
、
円
滑
な
国
体
運
営
を
行
う
た
め
、
国
民
体
育
大
会
開
催
基
準
要
項
を
定
め

て
お
り
、
開
催
地
都
道
府
県
は
大
会
運
営
の
た
め
に
実
行
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
県
は
、
「
第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
秋
田
県
準
備
委
員
会
」
と
い
う
名
称
の

実
行
委
員
会
を
設
置
し
た
。

準
備
委
員
会
の
行
う
事
務
の
内
容
は
、
国
体
の
主
催
者
で
あ
る
県
が
行
う
べ
き
事
務
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
事
務
を
市
町
村
、
関
係
機
関
及
び
関
係
団
体
等
と
連
携
し
な
が
ら
効
率
的
に

実
施
し
て
い
る
の
が
準
備
委
員
会
の
事
務
局
で
あ
る
。

平
成
1
3
年
度
の
事
務
局
職
員
は
、
事
務
局
長
以
下
1
7
名
で
あ
り
、
会
長
か
ら
の
委
嘱
に
よ

り
事
務
局
職
員
を
務
め
て
い
る
。

（
３
）
対
策
本
部
及
び
同
事
務
局
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
２
条
第
８
項
別
表
第
１
の
3
4
の
２
に

お
い
て
は
、
都
道
府
県
は
「
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
必
要
な
事
務
を
行
う
」
と
明
記
さ
れ
て
い

る
。ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
第
1
4
条
第
１
項
に
よ
れ
ば
、
競
技
力
向
上
に
関
す
る
県
の
責
務

に
つ
い
て
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
わ
が
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
水
準
を
国
際
的
に
高
い

も
の
に
す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
競
技
力
向
上
対
策
も
、
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す

る
県
が
処
理
す
る
事
務
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
国
体
に
向
け
た
競
技
力
向
上
対
策
を
各
競
技
団
体
と
密
接
に
連
携
し
て
行

う
た
め
に
、
準
備
委
員
会
の
幹
事
会
に
お
い
て
対
策
本
部
を
設
置
し
て
あ
た
ら
せ
る
と
い
う

方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
平
成
７
年
1
2
月
に
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

対
策
本
部
が
行
う
事
業
の
内
容
は
、
県
の
行
う
べ
き
競
技
力
向
上
対
策
事
務
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
事
業
を
具
体
的
に
展
開
し
て
い
る
の
が
対
策
本
部
の
事
務
局
で
あ
る
。

平
成
1
3
年
度
の
事
務
局
職
員
は
、
事
務
局
長
以
下
８
名
（
事
務
局
長
は
、
準
備
委
員
会
事

務
局
長
を
兼
任
）
で
あ
り
、
本
部
長
か
ら
の
委
嘱
に
よ
り
事
務
局
職
員
を
務
め
て
い
る
。
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（
４
）
地
方
公
務
員
法
（
以
下
「
地
公
法
」
と
い
う
。
）
第
3
5
条
違
反
と
の
請
求
人
の
主
張
に
対

す
る
反
論

地
公
法
第
3
5
条
に
お
い
て
地
方
公
共
団
体
の
職
員
は
「
当
該
地
方
公
共
団
体
が
な
す
べ
き

責
を
有
す
る
職
務
に
の
み
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
請
求
人

は
、
準
備
室
職
員
が
県
以
外
の
団
体
で
あ
る
準
備
委
員
会
及
び
対
策
本
部
の
事
務
に
従
事
し

た
こ
と
は
、
こ
の
地
公
法
第
3
5
条
に
規
定
す
る
職
務
専
念
義
務
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し

て
い
る
。

し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、
本
件
２
団
体
の
事
務
は
、
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
県

が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
事
務
に
該
当
し
、
今
回
、
県
民
の
総
力
を
挙
げ
、
県
民
総
参
加

の
国
体
と
す
る
た
め
、
ま
た
、
併
せ
て
競
技
力
向
上
を
図
る
た
め
、
関
係
諸
団
体
等
と
の
連

携
の
必
要
性
か
ら
設
立
し
た
本
件
２
団
体
に
お
い
て
、
準
備
室
職
員
を
し
て
そ
の
事
務
に
従

事
さ
せ
た
と
し
て
も
、
本
件
２
団
体
に
お
け
る
事
務
が
す
な
わ
ち
県
が
処
理
す
べ
き
事
務
で

あ
る
と
い
う
事
実
は
不
変
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
準
備
室
職
員
は
、
本
件
２
団
体
に
お
い
て
、
本
来
秋
田
県
が
な
す
べ
き
責

を
有
す
る
事
務
に
従
事
し
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
職
務
専
念
義
務
に
違
反
し
て
い
る
も
の

で
は
な
い
。

こ
の
判
断
は
、
判
例
（
平
成
1
0
年
６
月
1
2
日
最
高
裁
判
決
）
に
お
い
て
是
認
さ
れ
て
い

る
。

（
５
）
給
与
支
給
の
適
法
性
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
に
お
け
る
事
務
従
事
は
、
地
公

法
第
3
5
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
準
備
室
職
員
は
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
（
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
等
に
規
定
す
る
「
勤
務
」
を
行
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
給
与
の
支
払
い
に
何
ら
違
法
な
点
は
な
い
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

（
１
）
地
公
法
第
3
5
条
違
反
の
主
張
に
つ
い
て

地
公
法
第
3
5
条
は
、
「
職
員
は
、
法
律
又
は
条
例
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、

そ
の
勤
務
時
間
及
び
職
務
上
の
注
意
力
の
す
べ
て
を
そ
の
職
責
遂
行
の
た
め
に
用
い
、
当
該

地
方
公
共
団
体
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
職
務
に
の
み
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

規
定
し
て
い
る
。

準
備
室
職
員
は
、
同
法
同
条
に
定
め
る
「
条
例
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
」
で
あ
る
、
職

務
免
除
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
県
職
員
の
身
分
の
ま
ま
、
本
件
事
務
局
職
員
の
職
名
に
よ

り
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
地
公
法
第
3
5

条
に
違
反
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
平
成
９
年
３
月
2
7
日
の
東
京
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
県

職
員
が
行
っ
た
事
務
が
、
本
来
県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す

る
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
ま
た
ま
関
係
諸
団
体
と
の
連
携
の
必
要
性
か
ら
設
立
し
た
団
体
に
お

い
て
県
職
員
を
し
て
従
事
さ
せ
た
と
し
て
も
、
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
事
務
に
従
事
し

た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
そ
の
行
為
が
地
公
法
第
3
5
条
に
違
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
判
示

さ
れ
て
お
り
、
こ
の
判
断
は
上
告
審
（
平
成
1
0
年
６
月
1
2
日
最
高
裁
第
２
小
法
廷
）
に
お
い

て
も
是
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
本
件
事
務
局
事
務
が
本
来
県
が
県
の
事
務
と
し

て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す

る
。ま
ず
、
準
備
委
員
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
本
件
国
体
開
催
は
県
が
主
催
者
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
件
国
体
開
催
の
準
備
に
関
す
る
事
務
も
県
の
事
務
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し

て
、
準
備
委
員
会
は
、
こ
の
本
件
国
体
開
催
の
た
め
に
必
要
な
準
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
に

設
立
し
た
団
体
で
あ
り
、
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
準
備
委
員
会
事
務
局
の
事
務
は
、

本
件
国
体
開
催
の
た
め
に
必
要
な
準
備
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
県
の
事
務

と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
事
務
で
あ
る
と
い
え
る
。

次
に
、
対
策
本
部
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
２
条
第
８
項
別
表
第
１
の
3
4
の
２
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
「
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に

必
要
な
事
務
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
対
策
本
部
は
、
本
件
国
体
の
開
催
を
契

機
と
し
て
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
格
段
の
普
及
・
振
興
を
図
り
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
に
資
す

る
こ
と
を
目
的
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
対
策
本
部
事

務
局
の
事
務
は
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
・
振
興
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来

県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
事
務
と
い
え
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
準
備
室
職
員
は
、
本
来
県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性

質
を
有
す
る
事
務
を
、
監
査
対
象
課
が
前
記
２
の
　
及
び
　
で
主
張
す
る
必
要
性
等
か
ら
設

立
し
た
本
件
２
団
体
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
前
記
判
例
に
よ
れ
ば
、
準
備
室

職
員
は
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
事
務
に
従
事
し
た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
準
備
室
職
員

の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
は
地
公
法
第
3
5
条
に
違
反
し
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

（
２
）
給
与
の
支
給
に
つ
い
て

前
述
の
と
お
り
、
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
は
地
公
法
第
3
5
条
に
違
反
す
る

も
の
で
は
な
く
、
準
備
室
職
員
は
給
与
条
例
に
規
定
す
る
勤
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ

り
、
準
備
室
職
員
に
対
す
る
給
与
の
支
給
を
違
法
と
す
る
理
由
は
見
い
だ
せ
な
い
。

（
３
）
結
論

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
請
求
に
は
理
由
が
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

な
お
、
準
備
室
職
員
は
当
該
地
方
公
共
団
体
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
職
務
に
従
事
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
職
務
免
除
の
手
続
は
必
要
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
２
団
体
の

（
２
）
（
３
）
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役
職
員
に
就
任
す
る
に
あ
た
っ
て
の
手
続
に
つ
い
て
は
遺
漏
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
十

分
留
意
す
る
よ
う
付
言
す
る
。

監
査
結
果
公
告
第
５
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
2
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
つ

い
て
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す

る
。

平
成
1
4
年
３
月
1
1
日

秋
田
県
監
査
委
員
　
天
　
野
　
　
　
進

秋
田
県
監
査
委
員
　
小
　
玉
　
和
　
夫

第
１
　
請
求
の
受
理

１
　
請
求
書
収
受
年
月
日

平
成
1
4
年
１
月
1
1
日

２
　
請
求
人

秋
田
市
桜
一
丁
目
５
番
1
9
号
　
　
　
　
　
　
　

河
辺
郡
河
辺
町
戸
島
字
本
町
1
5
2
番
地

秋
田
市
保
戸
野
鉄
砲
町
３
番
5
5
号
　
　
　
　
　

湯
沢
市
深
堀
字
深
堀
５
番
地
　
　
　
　
　
　
　

湯
沢
市
湯
ノ
原
一
丁
目
１
番
3
6
号
　
　
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
本
町
二
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
本
町
一
丁
目
1
6
番
６
号
　
　
　

秋
田
市
仁
井
田
二
ツ
屋
二
丁
目
４
番
７
号
　
　

秋
田
市
楢
山
城
南
新
町
８
番
1
1
号
　
　
　
　
　

３
　
請
求
の
要
旨
（
原
文
）

（
１
）
事
実
証
明
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
教
育
庁
保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
に
は
、
平
成
1
1
年
４

月
か
ら
現
在
ま
で
、
外
部
の
民
間
団
体
で
あ
る
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上
対
策
本
部

（
本
部
長
・
蒔
苗
昭
三
郎
）
及
び
第
6
2
回
国
体
秋
田
県
準
備
委
員
会
（
会
長
寺
田
典
城
）
の

事
務
局
が
設
置
さ
れ
、
同
準
備
室
職
員
（
2
4
名
）
及
び
右
２
団
体
職
員
（
２
名
）
が
、
右
２

団
体
の
事
務
局
職
員
と
し
て
執
務
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
①
県
庁
舎
で
あ
る
右
準
備
室
は
行

政
財
産
使
用
許
可
も
な
い
ま
ま
右
２
団
体
の
事
務
局
と
し
て
無
断
で
占
有
・
使
用
さ
れ
、
②

県
の
物
品
で
あ
る
事
務
機
器
、
机
、
ロ
ッ
カ
ー
そ
の
他
の
備
品
等
は
団
体
事
務
の
た
め
に
違

法
に
占
有
・
使
用
さ
れ
、
③
電
気
代
・
冷
暖
房
等
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
な
ん
ら
の
対
価

な
し
に
無
断
で
消
費
さ
れ
て
い
る
。
県
職
員
で
な
い
団
体
職
員
（
２
名
）
に
対
し
、
机
等
の

備
品
ま
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。

県
庁
舎
等
が
民
間
団
体
に
よ
っ
て
無
許
可
で
長
期
間
占
拠
、
放
置
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
県
補
助
金
を
交
付
す
る
側
の
国
体
準
備
室
が
補
助
金
受
領
団
体

の
事
務
局
を
兼
ね
、
補
助
金
交
付
事
務
を
執
行
す
る
同
室
長
ら
の
県
職
員
が
補
助
金
受
領
団

体
の
事
務
局
長
や
事
務
局
員
を
兼
ね
、
県
職
員
が
県
の
職
務
で
は
な
く
補
助
金
受
領
団
体
の

予
算
で
団
体
職
務
を
行
う
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
よ
う
な
公
共
団
体
と
し
て
の
基
本
を
踏

み
は
ず
す
よ
う
な
公
私
混
同
が
、
県
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
も
こ
の
よ
う
な
乱
脈
を
生
み
だ

し
て
い
る
。

秋
田
国
体
を
県
民
に
成
果
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
団
体
と
の
癒

着
・
乱
脈
を
精
算
し
、
公
正
で
透
明
な
国
体
準
備
を
す
す
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え

る
。

（
２
）
以
上
の
よ
う
な
県
財
産
の
管
理
は
、
地
自
法
2
3
8
条
の
４
及
び
2
3
8
条
の
５
に
違
反
し
て
県

の
財
産
の
管
理
を
怠
り
、
県
に
多
大
の
損
害
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
平
成
1
1
年

４
月
か
ら
現
在
ま
で
の
右
２
団
体
に
係
る
県
庁
舎
・
物
品
の
使
用
・
占
有
等
の
実
態
を
監
査

し
、
関
係
職
員
に
対
し
、
①
現
在
ま
で
に
県
が
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
賠
償
を
命
じ
る
こ

と
、
②
右
２
団
体
を
同
準
備
室
か
ら
退
去
さ
せ
て
財
産
保
全
を
図
る
こ
と
、
等
の
勧
告
を
知

事
に
行
う
こ
と
を
求
め
る
。

４
　
請
求
の
要
件
審
査

本
件
請
求
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
要

件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
受
理
し
た
。

な
お
、
請
求
の
要
旨
に
よ
れ
ば
、
請
求
人
は
、
保
健
体
育
課
国
体
準
備
室
（
以
下
「
準
備

室
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
県
庁
舎
及
び
準
備
室
の
物
品
（
以
下
「
県
庁
舎
等
」
と
い
う
。
）
が

違
法
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
法
第
2
4
2
条
に
規
定
す
る
「
財
産
の
管
理
を
怠
る
事

実
」
（
以
下
「
怠
る
事
実
」
と
い
う
。
）
に
あ
た
る
と
主
張
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

同
条
に
規
定
す
る
「
財
産
の
管
理
」
と
は
、
住
民
監
査
請
求
の
目
的
か
ら
、
庁
舎
等
の
一
般
的

な
管
理
そ
の
も
の
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
有
す
る
財
産
の
財
産
的
価

値
の
維
持
、
保
全
等
の
財
務
的
処
理
を
直
接
の
目
的
と
す
る
財
産
管
理
に
限
ら
れ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
請
求
人
が
、
県
庁
舎
等
が
違
法
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
を
も
っ
て
怠

る
事
実
に
あ
た
る
と
主
張
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
が
、
請
求
人
の
主
張
は
、
県
庁
舎
等
の
違
法
な
使
用
に
よ
り
県
に
金
銭
債
権
が
生
じ
て

い
る
の
に
そ
の
徴
収
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
怠
る
事
実
に
あ
た
る
と
の
主
張
で
あ
る
と

解
し
、
本
件
請
求
を
受
理
し
た
こ
と
を
付
言
す
る
。

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥

監
査
委
員
辻
久
男
及
び
監
査
委
員
小
田
嶋
伝
一
は
、
法
第
1
9
9
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥

し
た
。

第
３
　
監
査
の
実
施

団
体
役
員
　
　
松
　
本
　
　
　
匡

鈴
　
木
　
サ
キ
子

桜
　
田
　
鐘
　
子

柴
　
田
　
奎
　
介

高
　
橋
　
　
　
忠

団
体
役
員
　
　
高
　
橋
　
京
　
子

自
　
　
営
　
　
奈
　
良
　
　
　
知

団
体
役
員
　
　
後
　
藤
　
和
　
夫

鈴
　
木
　
正
　
和
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１
　
監
査
の
対
象
事
項

準
備
室
の
県
職
員
（
以
下
「
準
備
室
職
員
」
と
い
う
。
）
並
び
に
第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
秋

田
県
準
備
委
員
会
（
以
下
「
準
備
委
員
会
」
と
い
う
。
）
及
び
第
6
2
回
秋
田
国
体
競
技
力
向
上

対
策
本
部
（
以
下
「
対
策
本
部
」
と
い
う
。
）
の
任
用
し
た
職
員
が
、
準
備
委
員
会
及
び
対
策

本
部
（
以
下
「
本
件
２
団
体
」
と
い
う
。
）
の
事
務
局
の
事
務
を
行
う
た
め
に
県
庁
舎
等
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
件
２
団
体
に
対
し
て
金
銭
債
権
が
生
ず
る
か
否
か
。

金
銭
債
権
が
生
ず
る
と
し
た
場
合
、
当
該
金
銭
債
権
に
つ
い
て
違
法
又
は
不
当
な
怠
る
事
実

が
あ
る
か
否
か
。

２
　
監
査
対
象
課

出
納
局
管
財
課

教
育
庁
保
健
体
育
課

３
　
請
求
人
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述

法
第
2
4
2
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
1
4
年
２
月
1
2
日
に
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
の
機

会
を
設
け
た
が
、
請
求
人
か
ら
の
証
拠
の
提
出
及
び
陳
述
は
な
か
っ
た
。

第
４
　
監
査
の
結
果

１
　
事
実
関
係
の
確
認

（
１
）
準
備
室
の
概
要

準
備
室
は
、
平
成
1
1
年
４
月
１
日
に
教
育
庁
保
健
体
育
課
内
に
設
置
さ
れ
た
国
民
体
育
大

会
（
以
下
「
国
体
」
と
い
う
。
）
の
開
催
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
課
内
室
で
あ
り
、
そ

の
組
織
及
び
人
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
1
1
年
度
：
室
長

総
務
・
企
画
担
当
　

競
技
・
式
典
担
当
　
　
　
　
　
計
1
1
名

平
成
1
2
年
度
：
室
長

総
務
・
企
画
班

競
技
・
式
典
班

競
技
力
向
上
対
策
班
　
　
　
　
計
1
6
名

平
成
1
3
年
度
：
室
長

総
務
・
企
画
班

施
設
・
調
整
班

競
技
・
式
典
班

競
技
力
向
上
対
策
班
　
　
　
　
計
2
4
名

（
２
）
準
備
委
員
会
の
概
要

準
備
委
員
会
は
、
平
成
７
年
９
月
2
2
日
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
、
事
業
及
び
組

織
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
目
的

第
6
2
回
国
民
体
育
大
会
（
以
下
「
本
件
国
体
」
と
い
う
。
）
を
秋
田
県
に
お
い
て
開
催

す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
事
業

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
ア
）
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
イ
）
本
件
国
体
実
施
競
技
及
び
会
場
地
市
町
村
選
定
に
関
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
本
件
国
体
実
施
競
技
の
開
催
・
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

（
エ
）
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
施
設
・
設
備
の
整
備
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

（
オ
）
文
部
省
、（
財
）日
本
体
育
協
会
、
関
係
競
技
団
体
、
そ
の
他
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連

絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

（
カ
）
そ
の
他
本
件
国
体
開
催
に
必
要
な
こ
と
。

ウ
　
組
織

準
備
委
員
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
、
委
員
は
、
県
、
県
議
会
、
県

教
育
委
員
会
、
県
内
市
町
村
、
市
町
村
議
会
、 （
財
）県
体
育
協
会
、
市
町
村
教
育
委
員
会
及

び
関
係
機
関
・
団
体
の
代
表
等
の
う
ち
か
ら
会
長
が
委
嘱
し
て
い
る
。

な
お
、
会
長
は
、
秋
田
県
知
事
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
対
策
本
部
の
概
要

対
策
本
部
は
、
平
成
７
年
1
2
月
1
5
日
に
設
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
、
事
業
及
び
組
織

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
目
的

本
件
国
体
の
秋
田
県
開
催
を
契
機
と
し
て
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
格
段
の
普
及
・
振
興
を

図
り
、
も
っ
て
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

イ
　
事
業

前
記
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
ア
）
ス
ポ
ー
ツ
の
普
及
・
振
興
の
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
イ
）
競
技
力
向
上
の
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

（
ウ
）
競
技
力
向
上
事
業
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
エ
）
競
技
力
向
上
の
条
件
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

（
オ
）
そ
の
他
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
関
す
る
こ
と
。

ウ
　
組
織

対
策
本
部
は
、
県
職
員
、
関
係
市
町
村
職
員
、
県
体
協
関
係
者
、
加
盟
団
体
関
係
者
、

関
係
機
関
団
体
の
代
表
者
及
び
学
識
経
験
者
等
の
中
か
ら
本
部
長
が
委
嘱
し
た
委
員
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
対
策
本
部
長
は
、
秋
田
県
体
育
協
会
会
長
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
準
備
室
職
員
の
本
件
２
団
体
の
事
務
局
事
務
へ
の
従
事
に
つ
い
て

ア
　
本
件
２
団
体
の
事
務
局
（
以
下
「
本
件
事
務
局
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

本
件
事
務
局
は
準
備
室
に
置
く
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
団
体
の
運
営
等
に
関
す

（
１
）

（
６
）

（
４
）

（
５
）

（
１
）

（
５
）

（
７
）

（
７
）

（
４
）

（
１
）

（
６
）

（
４
）
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る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
を
所
掌
事
務
（
以
下
「
本
件
事
務
局
事
務
」
と
い
う
。
）
と
し

て
い
る
。

ま
た
、
本
件
事
務
局
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局
長
、
事
務
局
次
長
、
事
務
局
員
を
置
く

こ
と
と
さ
れ
、
準
備
室
職
員
等
に
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
長
か
ら
の
委
嘱
状
が
交
付
さ
れ
て

い
る
。

イ
　
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
に
つ
い
て

準
備
室
に
お
い
て
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
事
務
は
本
件
事
務
局
事
務
が
大
部
分

で
あ
り
、
準
備
室
職
員
は
県
職
員
の
身
分
の
ま
ま
、
本
件
事
務
局
職
員
の
職
名
に
よ
り
本

件
事
務
局
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
、
本
件
事
務
局
事
務
以
外
の
準
備
室
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
と
し
て
の
職

名
に
よ
り
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

ウ
　
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
職
員
就
任
手
続
き
に
つ
い
て

準
備
室
職
員
が
本
件
事
務
局
職
員
に
就
任
し
、
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
秋
田
県
教
育
庁
職
員
等
服
務
規
程
（
以
下
「
服
務
規
程
」
と
い
う
。
）
第
６
条

に
規
定
す
る
職
務
免
除
（
以
下
「
職
務
免
除
」
と
い
う
。
）
の
手
続
は
行
わ
れ
て
い
な

い
。な
お
、
服
務
規
程
第
1
9
条
に
規
定
す
る
団
体
等
役
職
員
就
任
承
認
の
手
続
も
行
わ
れ
て

い
な
い
。

（
５
）
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て

準
備
室
が
あ
る
秋
田
地
方
総
合
庁
舎
は
、
公
用
に
供
す
る
行
政
財
産
と
し
て
出
納
局
長
が

所
管
し
、
管
財
課
長
が
そ
の
事
務
を
分
掌
す
る
県
の
公
有
財
産
で
あ
り
、
準
備
室
に
対
し

て
、
次
の
と
お
り
事
務
ス
ペ
ー
ス
が
配
分
さ
れ
て
い
る
。

平
成
1
1
年
度
　
６
階
の
一
部
に
8
5
.3
2
㎡

平
成
1
2
年
度
　
３
階
の
一
部
に
1
0
8
.5
6
㎡

平
成
1
3
年
度
　
３
階
の
一
部
に
1
4
1
.6
8
㎡

そ
し
て
、
準
備
委
員
会
に
つ
い
て
は
平
成
1
1
年
４
月
１
日
か
ら
、
対
策
本
部
に
つ
い
て
は

平
成
1
2
年
４
月
１
日
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
局
が
準
備
室
に
設
置
さ
れ
、
前
述
の
と
お
り

準
備
室
職
員
が
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
し
て
い
る
。

ま
た
、
準
備
室
職
員
の
外
に
、
本
件
２
団
体
が
任
用
し
た
職
員
（
以
下
「
団
体
職
員
」
と

い
う
。
）
が
次
の
と
お
り
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
し
て
い
る
。

ア
　
準
備
委
員
会

平
成
1
1
年
４
月
13日
か
ら
平
成
1
1
年
４
月
23日

ま
で
　
２
名

平
成
1
1
年
４
月
26日
か
ら
平
成
1
1
年
５
月
７
日
ま
で
　
２
名

平
成
1
1
年
５
月
10日

か
ら
平
成
1
1
年
５
月
12日

ま
で
　
２
名

平
成
1
1
年
６
月
１
日
か
ら
平
成
1
1
年
11月
30日

ま
で
　
１
名

平
成
1
1
年
12月

１
日
か
ら
平
成
1
2
年
５
月
30日

ま
で
　
１
名

平
成
1
2
年
５
月
3
1
日
か
ら
平
成
1
2
年
６
月
９
日
ま
で
　
１
名

平
成
1
2
年
６
月
1
2
日
か
ら
平
成
1
2
年
６
月
23日

ま
で
　
１
名

平
成
1
2
年
６
月
2
6
日
か
ら
平
成
1
2
年
６
月
30日

ま
で
　
１
名

平
成
1
2
年
７
月
１
日
か
ら
平
成
1
2
年
12月
31日

ま
で
　
１
名

平
成
1
3
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
1
3
年
６
月
30日

ま
で
　
１
名

平
成
1
3
年
７
月
１
日
か
ら
平
成
1
3
年
12月
31日

ま
で
　
１
名

平
成
1
4
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
1
4
年
３
月
31日

ま
で
　
１
名

イ
　
対
策
本
部

平
成
1
3
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
1
3
年
９
月
30日

ま
で
　
１
名

平
成
1
3
年
10月

１
日
か
ら
平
成
1
4
年
３
月
31日

ま
で
　
１
名

（
６
）
準
備
室
の
使
用
に
係
る
手
続
に
つ
い
て

団
体
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
に
係
る
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て
、
秋
田
県
財
務
規

則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
3
2
9
条
の
２
に
規
定
す
る
行
政
財
産
使
用
許
可
申
請
書

が
平
成
1
4
年
２
月
８
日
付
け
で
本
件
２
団
体
か
ら
知
事
に
提
出
さ
れ
、
同
日
付
け
で
同
条
に

規
定
す
る
行
政
財
産
使
用
許
可
書
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
準
備
委
員
会
会
長
あ
て

（
ア
）
許
可
す
る
財
産
の
明
細

所
　
在
　
地
：
秋
田
市
山
王
四
丁
目
１
番
２
号

名
　
　
　
　
称
：
秋
田
地
方
総
合
庁
舎

構
造
、
数
量
等
：
使
用
人
員
１
名
　
準
備
室
内
3
.3
㎡

（
イ
）
許
可
す
る
使
用
目
的
：
準
備
委
員
会
の
事
務
局
と
し
て

（
ウ
）
許
可
す
る
使
用
期
間
：
平
成
1
4
年
２
月
８
日
か
ら
平
成
1
4
年
３
月
3
1
日
ま
で

（
エ
）
使
　
用
　
料
：
使
用
料
の
額
は
免
除
と
す
る
。

（
オ
）
諸
設
備
経
費
の
負
担
：
電
気
料
、
電
話
料
等
の
諸
設
備
経
費
は
、
使
用
者
の
負
担
と

し
、
こ
の
場
合
の
負
担
額
は
別
に
指
示
す
る
。

イ
　
対
策
本
部
本
部
長
あ
て

許
可
す
る
使
用
目
的
を
対
策
本
部
の
事
務
局
と
す
る
ほ
か
、
上
記
ア
に
同
じ
で
あ
る
。

な
お
、
諸
設
備
経
費
の
実
費
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
1
4
年
２
月
８
日
か
ら
平
成
1
4
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
分
に
つ
い
て
は
本
件
２
団
体
に
対
し
て
調
定
及
び
納
入
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
以
前
の
使
用
相
当
分
に
つ
い
て
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
準
備
室
職
員
の
使
用
に
つ
い
て
は
特
段
の
手
続
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
７
）
準
備
室
の
物
品
の
使
用
に
つ
い
て

準
備
室
職
員
及
び
団
体
職
員
は
、
本
件
事
務
局
事
務
の
た
め
に
、
教
育
庁
保
健
体
育
課
に
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所
属
す
る
県
の
備
品
及
び
本
件
２
団
体
が
購
入
し
た
消
耗
品
を
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
う

ち
、
団
体
職
員
が
使
用
し
て
い
る
主
な
物
品
は
庁
用
片
袖
机
（
備
品
）
及
び
庁
用
椅
子
（
消

耗
品
）
が
そ
れ
ぞ
れ
１
個
ず
つ
で
あ
る
。

な
お
、
本
件
準
備
室
の
物
品
の
使
用
に
つ
い
て
、
貸
付
の
手
続
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。

２
　
監
査
対
象
課
の
説
明

（
１
）
準
備
室
及
び
準
備
室
職
員
に
つ
い
て

準
備
室
は
、
県
教
育
委
員
会
の
行
政
組
織
と
し
て
、
国
体
の
開
催
に
関
す
る
事
務
を
行
っ

て
い
る
。

準
備
室
職
員
は
、
国
体
開
催
に
関
す
る
事
務
を
効
率
的
か
つ
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
、
事

務
内
容
に
応
じ
国
体
準
備
室
、
準
備
委
員
会
及
び
対
策
本
部
の
事
務
局
の
事
務
を
遂
行
し
て

い
る
。

国
体
開
催
に
関
す
る
事
務
は
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
の

処
理
す
べ
き
事
務
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
準
備
委
員
会
に
つ
い
て

準
備
委
員
会
は
、
国
体
に
必
要
な
総
合
計
画
に
関
す
る
こ
と
等
の
事
務
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
内
容
は
、
国
体
の
主
催
者
で
あ
る
県
が
処
理
す
べ
き
事
務
で
あ
る
。

な
お
、
国
体
開
催
に
必
要
な
準
備
事
務
を
効
率
的
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
に
は
、

県
、
市
町
村
等
の
緊
密
な
連
携
の
も
と
で
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
県
で
は
準
備

委
員
会
を
設
置
し
、
こ
の
準
備
委
員
会
に
お
い
て
県
の
処
理
す
べ
き
事
務
を
行
っ
て
い
る
。

平
成
1
3
年
度
の
準
備
委
員
会
事
務
局
職
員
は
、
事
務
局
長
以
下
1
8
名
で
あ
り
、
う
ち
1
7
名

が
準
備
室
職
員
で
あ
り
、
１
名
が
団
体
職
員
で
あ
る
。

（
３
）
対
策
本
部
に
つ
い
て

対
策
本
部
は
、
本
件
国
体
に
お
け
る
天
皇
杯
順
位
の
成
績
向
上
を
目
指
し
て
、
競
技
力
の

向
上
を
図
る
た
め
、
各
競
技
団
体
と
密
接
に
連
携
し
て
選
手
強
化
等
を
行
う
た
め
に
、
平
成

７
年
1
2
月
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
振
興
法
第
1
4
条
第
１
項
に
よ
れ
ば
、
競
技
力
向
上
に
関
す
る
県
の
責
務
に
つ
い

て
、
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
わ
が
国
の
ス
ポ
ー
ツ
の
水
準
を
国
際
的
に
高
い
も
の
に

す
る
た
め
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お

り
、
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
競
技
力
向
上
対
策
も
、
法
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
県
が
処
理

す
る
事
務
で
あ
る
。

平
成
1
3
年
度
の
対
策
本
部
事
務
局
職
員
は
、
事
務
局
長
以
下
９
名
（
事
務
局
長
は
、
準
備

委
員
会
事
務
局
長
を
兼
任
）
で
あ
り
、
う
ち
８
名
が
準
備
室
職
員
で
あ
り
、
１
名
が
団
体
職

員
で
あ
る
。

（
４
）
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て

ア
　
許
可
手
続
の
要
否
に
つ
い
て

（
ア
）
準
備
室
職
員
の
使
用
に
つ
い
て

準
備
室
が
あ
る
秋
田
地
方
総
合
庁
舎
は
、
行
政
財
産
で
あ
る
か
ら
、
県
が
県
の
事
務

事
業
を
執
行
す
る
た
め
、
県
職
員
が
直
接
使
用
す
る
場
合
は
、
行
政
財
産
の
本
来
の
目

的
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
法
第
2
3
8
条
の
４
並
び
に
規
則
第
3
2
9
条
及
び
同
第
3
2
9
条
の

２
に
規
定
す
る
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
許
可
（
以
下
「
使
用
許
可
」
と
い
う
。
）
の

手
続
は
必
要
な
い
。

ま
た
、
本
件
事
案
の
よ
う
に
、
各
課
室
内
で
県
職
員
が
県
以
外
の
団
体
等
の
事
務
を

行
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ
が
各
課
室
の
長
の
職
務
命
令
に
よ
り
、
県
が
な
す
べ
き

責
を
有
す
る
職
務
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
行
政
財
産
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ

た
使
用
な
の
で
使
用
許
可
は
必
要
な
い
。

（
イ
）
団
体
職
員
の
使
用
に
つ
い
て

団
体
職
員
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
行
政
財
産
の
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
使
用
と
は
認

め
ら
れ
な
い
の
で
、
使
用
許
可
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
。

イ
　
準
備
室
の
使
用
に
伴
う
金
銭
債
権
の
発
生
に
つ
い
て

（
ア
）
準
備
室
職
員
の
使
用
に
つ
い
て

準
備
室
職
員
の
使
用
に
つ
い
て
は
公
用
で
あ
る
の
で
、
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て
使

用
料
や
諸
設
備
経
費
の
実
費
の
問
題
が
生
ず
る
余
地
は
な
い
。

（
イ
）
団
体
職
員
の
使
用
に
伴
う
使
用
料
相
当
額
に
つ
い
て

本
件
２
団
体
は
、
本
件
国
体
の
開
催
準
備
に
関
し
、
県
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
務

事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
団
体
な
の
で
、
秋
田
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収

条
例
（
以
下
「
使
用
料
条
例
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
県
が
使
用
料
を
免

除
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
２
団
体
か
ら
使
用
許
可
の
申
請
の
あ
っ

た
平
成
1
4
年
２
月
８
日
以
降
の
使
用
に
つ
い
て
は
使
用
許
可
を
し
、
使
用
料
に
つ
い
て

は
免
除
し
た
。

な
お
、
従
前
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
使
用
料
を
免
除
で
き
る
場
合
に
該
当
し
、
申
請

を
怠
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
特
に
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
請
求
は
行
わ
な
い

こ
と
と
し
た
。

（
ウ
）
団
体
職
員
の
使
用
に
伴
う
諸
設
備
経
費
の
実
費
分
に
つ
い
て

諸
設
備
経
費
の
実
費
分
に
つ
い
て
は
、
減
免
規
定
が
な
い
の
で
、
本
件
２
団
体
に
対

し
て
従
前
の
使
用
相
当
分
も
含
め
て
請
求
す
る
。

（
５
）
準
備
室
の
物
品
の
使
用
に
つ
い
て

ア
　
準
備
室
職
員
の
使
用
に
つ
い
て

本
件
事
務
局
に
お
い
て
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
事
務
は
、
県
が
処
理
す
べ
き
国

体
開
催
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
か
ら
、
準
備
室
職
員
が
当
該
事
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
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て
、
準
備
室
に
整
備
さ
れ
て
い
る
県
の
物
品
を
使
用
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
請
求
人
の

主
張
に
理
由
は
な
い
。

イ
　
団
体
職
員
の
使
用
に
つ
い
て

団
体
職
員
の
机
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
県
職
員
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
貸
付
の
手
続

が
必
要
で
あ
り
、
現
在
、
本
件
２
団
体
と
貸
付
の
手
続
を
進
め
て
い
る
。

し
か
し
、
団
体
職
員
に
よ
る
物
品
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
財
産
の
交
換
、
譲
与
、
無
償

貸
付
等
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
無
償
貸
付
条
例
」
と
い
う
。
）
第
９
条
に
規
定
す
る

「
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
無
償
又
は
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
貸
し
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
」
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
本
件
２
団
体
に
対
し
て
は
無
償
で
貸
し

付
け
る
予
定
で
あ
り
、
従
前
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
本
来
の
貸
付
手
続
が
な
さ
れ
て
い
れ

ば
無
償
で
貸
付
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
団
体
職
員
の
使
用
に
よ
る
損
害

は
発
生
し
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
請
求
人
の
主
張
に
理
由
は
な
い
。

３
　
監
査
委
員
の
判
断

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
確
認
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
基
づ
き
、
本
件
請
求
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

（
１
）
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
の
性
質
に
つ
い
て

監
査
対
象
課
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
準
備
室
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
は
、
県
職
員

が
、
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
事
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
務
局
事
務
従
事

の
た
め
に
県
庁
舎
等
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
事
務
又
は
事
業
を

執
行
す
る
た
め
直
接
県
の
公
有
財
産
を
使
用
す
る
「
公
用
」
に
あ
た
り
、
本
来
の
目
的
に
沿

っ
た
使
用
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

準
備
室
職
員
は
、
県
か
ら
職
務
免
除
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
平
成
９
年
３
月
2
7
日
の
東
京
高
裁
判

決
に
よ
れ
ば
、
県
職
員
が
行
っ
た
事
務
が
、
本
来
県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で

き
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
た
ま
た
ま
関
係
諸
団
体
と
の
連
携
の
必
要
性
か
ら
設

立
し
た
団
体
に
お
い
て
県
職
員
を
し
て
従
事
さ
せ
た
と
し
て
も
、
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す

る
事
務
に
従
事
し
た
も
の
と
い
え
、
そ
の
行
為
が
地
方
公
務
員
法
第
3
5
条
に
違
反
す
る
と
は

い
え
な
い
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
判
断
は
上
告
審
（
平
成
1
0
年
６
月
1
2
日
最
高
裁
第
２

小
法
廷
）
に
お
い
て
も
是
認
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
準
備
室
職
員
が
従
事
し
て
い
る
本
件
事
務
局
事
務
が
本
来
県
が
県
の
事
務
と
し

て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
、
準
備
委
員
会
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
本
件
国
体
開
催
は
県
が
主
催
者
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
件
国
体
開
催
の
準
備
に
関
す
る
事
務
も
県
の
事
務
で
あ
る
と
い
え
、
準
備
委
員

会
は
、
こ
の
本
件
国
体
開
催
の
た
め
に
必
要
な
準
備
を
行
う
こ
と
を
目
的
に
設
立
し
た
団
体

で
あ
り
、
準
備
委
員
会
事
務
局
の
事
務
は
、
本
件
国
体
を
秋
田
県
に
お
い
て
開
催
す
る
た
め

に
必
要
な
準
備
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ

と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る
。

次
に
、
対
策
本
部
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
地
方
分
権
一
括
法
に
よ
る
改
正
前

の
法
第
２
条
第
８
項
別
表
第
１
の
3
4
の
２
に
お
い
て
、
都
道
府
県
は
「
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に

必
要
な
事
務
を
行
う
」
と
さ
れ
て
お
り
、
対
策
本
部
は
、
本
件
国
体
の
開
催
を
契
機
と
し
て

本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
格
段
の
普
及
・
振
興
を
図
り
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
を

目
的
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
、
対
策
本
部
事
務
局
の
事
務
は
、
本
県
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興

と
い
う
目
的
達
成
の
た
め
に
必
要
な
競
技
力
向
上
に
関
す
る
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来

県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
準
備
室
職
員
は
、
本
来
県
の
事
務
と
し
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る

性
質
を
有
す
る
事
務
を
、
監
査
対
象
課
が
前
記
２
の
　
及
び
　
で
主
張
す
る
必
要
性
等
か
ら

設
立
し
た
本
件
２
団
体
に
お
い
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
前
記
判
例
か
ら
し
て
、
準
備

室
職
員
は
、
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
準
備
室
職
員
が
、
本
件
事
務
局
事
務
の
従
事
の
た
め
に
県
庁
舎
等
を
使
用

す
る
こ
と
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
事
務
又
は
事
業
を
執
行
す
る
た
め
直
接
県
の
公

有
財
産
を
使
用
す
る
「
公
用
」
に
あ
た
り
、
本
来
の
目
的
に
沿
っ
た
使
用
で
あ
る
と
判
断
す

る
。

（
２
）
団
体
職
員
の
本
件
事
務
局
事
務
従
事
の
性
質
に
つ
い
て

次
に
、
団
体
職
員
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
団
体
職
員
は
、
本
件
事
務
局
事
務
に
従
事
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
県
が
な
す
べ
き
責
を
有
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
身
分
は
県
の
職
員
で
は
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
団
体
職
員
が
本
件
事
務

局
事
務
に
従
事
す
る
た
め
に
県
庁
舎
等
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
「
公
用
」
に
は
あ
た
ら
な
い

と
判
断
す
る
。

（
３
）
準
備
室
職
員
の
県
庁
舎
等
の
使
用
に
つ
い
て

前
記
　
で
述
べ
た
と
お
り
、
準
備
室
職
員
が
本
件
事
務
局
事
務
従
事
の
た
め
に
県
庁
舎
等

を
使
用
す
る
こ
と
は
、
「
公
用
」
に
あ
た
り
、
し
た
が
っ
て
、
使
用
許
可
や
貸
付
の
手
続
は

不
要
で
あ
り
、
使
用
料
、
貸
付
料
及
び
諸
設
備
経
費
の
実
費
分
に
つ
い
て
の
損
害
に
係
る
金

銭
債
権
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

（
４
）
団
体
職
員
の
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て

前
記
　
で
述
べ
た
と
お
り
、
団
体
職
員
の
準
備
室
の
使
用
は
、
「
公
用
」
に
は
あ
た
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
団
体
職
員
の
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
使
用
許
可
の
手
続
が
必
要
で
あ

る
。確
認
し
た
事
実
関
係
及
び
監
査
対
象
課
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
本
件
２
団
体
か
ら
の
使
用
許

可
の
申
請
に
基
づ
き
平
成
1
4
年
２
月
８
日
以
降
の
使
用
に
係
る
使
用
許
可
（
以
下
「
本
件
使

（
２
）
（
３
）

（
１
）

（
２
）
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用
許
可
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
件
２
団
体
が
県
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
務

及
び
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
団
体
で
あ
り
、
使
用
料
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
り

使
用
料
を
免
除
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
使
用
料
に
つ
い
て
免
除
し
、
ま
た
、

従
前
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
使
用
料
を
免
除
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
等
か
ら
そ
の
使

用
料
相
当
額
に
つ
い
て
の
請
求
を
し
な
い
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。

使
用
料
条
例
第
３
条
に
よ
れ
ば
、
「
行
政
財
産
の
使
用
が
、
公
用
若
し
く
は
公
共
用
又
は

公
益
の
目
的
に
よ
る
と
き
そ
の
他
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
平
成
８
年
３
月
2
5
日
管
－
1
3
0
7
出

納
局
長
通
知
に
よ
れ
ば
、
規
則
第
3
2
9
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
「
県
の
事
務
又
は
事

業
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
事
務
又
は
事
業
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
団
体
が
、
そ
の

事
務
又
は
事
業
の
た
め
直
接
使
用
す
る
と
き
」
で
、
「
県
職
員
が
兼
務
し
実
質
的
に
県
が
運

営
す
る
団
体
」
、
「
主
と
し
て
県
の
補
助
、
出
資
等
に
よ
り
運
営
さ
れ
る
団
体
」
の
使
用
料

に
つ
い
て
は
免
除
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
検
討
す
る
と
、
団
体
職
員
の
準
備
室
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
前
記
　
で
述
べ
た
使

用
目
的
等
か
ら
し
て
、
前
記
規
定
に
よ
り
使
用
料
を
免
除
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と

認
め
ら
れ
る
の
で
、
使
用
料
相
当
額
に
つ
い
て
の
損
害
に
係
る
金
銭
債
権
の
問
題
は
生
じ
な

い
も
の
と
判
断
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
団
体
職
員
が
使
用
し
て
い
る
執
務
ス
ペ
ー
ス
に
係
る
諸
設
備
経
費
の
実

費
分
に
つ
い
て
は
、
本
件
２
団
体
が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
件
使
用
許
可
が
な
さ
れ

る
以
前
の
使
用
相
当
分
に
つ
い
て
は
調
定
及
び
納
入
通
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

本
件
請
求
に
つ
い
て
怠
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
。

（
５
）
団
体
職
員
の
準
備
室
の
物
品
の
使
用
に
つ
い
て

前
述
の
と
お
り
、
団
体
職
員
の
準
備
室
の
物
品
の
使
用
は
、
「
公
用
」
に
は
あ
た
ら
な
い

こ
と
か
ら
、
団
体
職
員
の
物
品
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
貸
付
の
手
続
が
必
要
で
あ
る
。

監
査
対
象
課
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
現
在
本
件
２
団
体
と
の
間
で
、
今
後
の
物
品
の
使
用
に

つ
い
て
、
貸
付
の
手
続
中
で
あ
る
が
、
本
件
２
団
体
へ
の
物
品
の
貸
付
は
、
無
償
貸
付
条
例

第
９
条
に
規
定
す
る
「
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
き
」
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
無
償
貸
付

と
し
、
ま
た
、
従
前
の
使
用
に
つ
い
て
も
、
無
償
貸
付
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
等
か

ら
そ
の
貸
付
料
相
当
額
を
請
求
し
な
い
と
し
て
い
る
。

無
償
貸
付
条
例
第
９
条
は
、
「
物
品
は
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
又
は
他
の
地

方
公
共
団
体
そ
の
他
公
共
団
体
若
し
く
は
私
人
に
無
償
又
は
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
貸
し

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
規
定
し
て
お
り
、
団
体
職
員
の
物
品
の
使
用
は
、
前
記
　
で

述
べ
た
使
用
目
的
等
か
ら
し
て
同
規
定
に
よ
る
「
無
償
又
は
時
価
よ
り
も
低
い
価
額
で
貸
し

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
場
合
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
使
用
許
可
に
お
い

て
使
用
料
を
免
除
す
る
場
合
と
比
較
衡
量
す
れ
ば
、
無
償
で
貸
付
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る

と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
監
査
対
象
課
の
説
明
の
と
お
り
、
貸
付
料
相
当
額
に
つ
い
て
の
損
害

に
係
る
金
銭
債
権
の
問
題
は
生
じ
な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

（
６
）
結
論

以
上
の
と
お
り
、
準
備
室
職
員
の
県
庁
舎
等
の
使
用
に
係
る
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由
が

な
い
も
の
と
判
断
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
団
体
職
員
の
準
備
室
使
用
に
係
る
諸
設
備
経
費
の
実
費
分
に
つ
い
て
は

怠
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
当
該
団
体
か
ら
従
前
の
使
用
に
係
る
分
も
含
め
て
速
や
か

に
徴
収
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

以
上
の
と
お
り
勧
告
す
る
の
で
、
そ
の
措
置
状
況
を
平
成
1
4
年
３
月
2
9
日
を
期
限
と
し
て

回
答
す
る
よ
う
通
知
す
る
。

な
お
、
団
体
職
員
の
県
庁
舎
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
使
用
許
可
及
び
貸
付
の
手
続
に
つ

い
て
遺
漏
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
今
後
十
分
留
意
す
る
よ
う
付
言
す
る
。
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１
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